
第１１３号議案 

 

 

町田市立公園条例の一部を改正する条例 

 

 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和２年(２０２０年)１１月３０日 

 

                                        提出者  町田市長  石 阪 丈 一 



町田市立公園条例の一部を改正する条例 

町田市立公園条例（昭和４５年１２月町田市条例第３８号）の一部を次のように改

正する。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 
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改正後 改正前 

別表第１（第７条関係） 別表第１（第７条関係） 

都市公園名 有料公園施設の名称 

略 略 

山王塚公園 山王塚公園グラウンド 
 

都市公園名 有料公園施設の名称 

略 略 
 

別表第２（第７条関係） 別表第２（第７条関係） 

１・２ 略 １・２ 略 

３ 運動施設 ３ 運動施設 

有料公園施設

の名称 

利用単位 利用時間 専用利用

時間 

略 略 略 略 

鶴間公園多目

的広場 

略 略 略 

山王塚公園グ

ラウンド 

２時間３０分 午前８時から午後６時

まで 

同左 

略 略 略 略 
 

有料公園施設

の名称 

利用単位 利用時間 専用利用

時間 

略 略 略 略 

鶴間公園多目

的広場 

略 略 略 

 

 

   

略 略 略 略 
 

備考 略 備考 略 

４ 略 ４ 略 

別表第３（第７条関係） 別表第３（第７条関係） 

有料公園施設の名称 休館日・休場日 

略 略 

有料公園施設の名称 休館日・休場日 

略 略 
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略 

鶴間公園多目的広場 

山王塚公園グラウンド 

略 

１月１日から同月３日まで及び

１２月２９日から同月３１日ま

で 

 

略 

鶴間公園多目的広場 

 

略 

（１）１月１日から同月３日まで

及び１２月２９日から同月

３１日まで 

 

別表第４（第８条、第８条の２、第２１条関係） 別表第４（第８条、第８条の２、第２１条関係） 

１・２ 略 １・２ 略 

３ 運動施設 ３ 運動施設 

（１）施設利用料金 （１）施設利用料金 

ア 専用利用の場合の利用料金 ア 専用利用の場合の利用料金 

（ア）スポーツに利用する場合（鶴間公園を除く。） （ア）スポーツに利用する場合（鶴間公園を除く。） 

有料公園

施設の名

称等 

利

用

単

位 

入場料

の徴収

又はこ

れに類

する取

扱いを

しない

場合 

入場料の徴収又はこれに類する取扱いをす

る場合 

入場料が１，

０００円以

下の金額の

とき。 

入場料が１，

０００円を

超え３，００

０円未満の

金額のとき。 

入場料が３，

０００円以

上の金額の

とき。 

略 略 略 略 略 略 略 

町田市立

陸上競技

場 

２

時

間 

９，４２

０円 

２８，２７０

円 

４２，４２０

円 

５６，５６０

円 

略 略 略 略 略 略 

小野路球 ２ ５，２３ １５，７００ ２３，５６０ ３１，４２０

有料公園

施設の名

称等 

利

用

単

位 

入場料

の徴収

又はこ

れに類

する取

扱いを

しない

場合 

入場料の徴収又はこれに類する取扱いをす

る場合 

入場料が１，

０００円以

下の金額の

とき。 

入場料が１，

０００円を

超え３，００

０円未満の

金額のとき。 

入場料が３，

０００円以

上の金額の

とき。 

略 略 略 略 略 略 略 

町田市立

陸上競技

場 

２

時

間 

９，４２

０円 

１８，８５０

円 

２８，２８０

円 

３７，７１０

円 

略 略 略 略 略 略 

小野路球 ２ ５，２３ １０，４７０ １５，７１０ ２０，９５０
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場 時

間 

０円 円 円 円 

略 略 略 略 略 略 

芹ヶ谷公

園運動広

場 

略 略 略 略 略 

山王塚公

園グラウ

ンド 

２

時

間

３

０

分 

２，０９

０円 

４，１９０円 ６，２８０円 ８，３８０円 

略 略 略 略 略 略 略 
 

場 時

間 

０円 円 円 円 

略 略 略 略 略 略 

芹ヶ谷公

園運動広

場 

略 略 略 略 略 

 

 

 

 

 

 

     

略 略 略 略 略 略 略 
 

（イ）その他の事業等に利用する場合（鶴間公園を除く。） （イ）その他の事業等に利用する場合（鶴間公園を除く。） 

有料公園

施設の名

称等 

利

用

単

位 

入場料

の徴収

又はこ

れに類

する取

扱いを

しない

場合 

入場料の徴収又はこれに類する取扱いをす

る場合 

入場料が１，

０００円以

下の金額の

とき。 

入場料が１，

０００円を

超え３，００

０円未満の

金額のとき。 

入場料が３，

０００円以

上の金額の

とき。 

略 略 略 略 略 略 略 

町田市立 ２ １８８， ３５３，５６ ４２４，２７ ４９５，００

有料公園

施設の名

称等 

利

用

単

位 

入場料

の徴収

又はこ

れに類

する取

扱いを

しない

場合 

入場料の徴収又はこれに類する取扱いをす

る場合 

入場料が１，

０００円以

下の金額の

とき。 

入場料が１，

０００円を

超え３，００

０円未満の

金額のとき。 

入場料が３，

０００円以

上の金額の

とき。 

略 略 略 略 略 略 略 

町田市立 ２ １８８， ２３５，７１ ２８２，８５ ３３０，００
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陸上競技

場 

時

間 

５７０

円 

０円 ０円 ０円 

略 略 略 略 略 略 

小野路球

場 

２

時

間 

１０４，

７６０

円 

１９６，４２

０円 

２３５，７１

０円 

２７４，９９

０円 

略 略 略 略 略 略 

芹ヶ谷公

園運動広

場 

略 略 略 略 略 

山王塚公

園グラウ

ンド 

２

時

間

３

０

分 

４１，９

００円 

５２，３８０

円 

６２，８５０

円 

７３，３３０

円 

略 略 略 略 略 略 略 
 

陸上競技

場 

時

間 

５７０

円 

０円 ０円 ０円 

略 略 略 略 略 略 

小野路球

場 

２

時

間 

１０４，

７６０

円 

１３０，９５

０円 

１５７，１４

０円 

１８３，３３

０円 

略 略 略 略 略 略 

芹ヶ谷公

園運動広

場 

略 略 略 略 略 

 

 

 

 

 

 

     

略 略 略 略 略 略 略 
 

（ウ）・（エ）略 （ウ）・（エ）略 

 備考 略  備考 略 

イ 略 イ 略 

４ 会議室等 ４ 会議室等 

有料公園施

設の名称 

利

用

入場料の

徴収又は

入場料の徴収又はこれに類する取扱い

をする場合 

有料公園施

設の名称 

利

用

入場料の

徴収又は

入場料の徴収又はこれに類する取扱い

をする場合 
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単

位 

これに類

する取扱

いをしな

い場合 

入 場 料 が

１，０００

円以下の金

額のとき。 

入 場 料 が

１，０００

円 を 超 え

３，０００

円未満の金

額のとき。 

入 場 料 が

３，０００

円以上の金

額のとき。 

略 略 略 略 略 略 

町田市立陸

上競技場会

議室１ 

２

時

間 

３１０円 ９３０円 １，４１０

円 

１，８７０

円 

町田市立陸

上競技場会

議室２ 

２

時

間 

３１０円 ９３０円 １，４１０

円 

１，８７０

円 

町田市立陸

上競技場会

議室３ 

２

時

間 

３１０円 ９３０円 １，４１０

円 

１，８７０

円 

町田市立陸

上競技場会

議室４ 

２

時

間 

３１０円 ９３０円 １，４１０

円 

１，８７０

円 

町田市立陸

上競技場会

議室５ 

２

時

間 

３１０円 ９３０円 １，４１０

円 

１，８７０

円 

町田市立陸

上競技場ト

２

時

５２０円 １，５６０

円 

２，３５０

円 

３，１３０

円 

単

位 

これに類

する取扱

いをしな

い場合 

入 場 料 が

１，０００

円以下の金

額のとき。 

入 場 料 が

１，０００

円 を 超 え

３，０００

円未満の金

額のとき。 

入 場 料 が

３，０００

円以上の金

額のとき。 

略 略 略 略 略 略 

町田市立陸

上競技場会

議室１ 

２

時

間 

３１０円 ６２０円 ９４０円 １，２５０

円 

町田市立陸

上競技場会

議室２ 

２

時

間 

３１０円 ６２０円 ９４０円 １，２５０

円 

町田市立陸

上競技場会

議室３ 

２

時

間 

３１０円 ６２０円 ９４０円 １，２５０

円 

町田市立陸

上競技場会

議室４ 

２

時

間 

３１０円 ６２０円 ９４０円 １，２５０

円 

町田市立陸

上競技場会

議室５ 

２

時

間 

３１０円 ６２０円 ９４０円 １，２５０

円 

町田市立陸

上競技場ト

２

時

５２０円 １，０４０

円 

１，５７０

円 

２，０９０

円 
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レーニング

室１ 

間 

町田市立陸

上競技場ト

レーニング

室２ 

２

時

間 

５２０円 １，５６０

円 

２，３５０

円 

３，１３０

円 

略 略 略 略 略 略 
 

レーニング

室１ 

間 

町田市立陸

上競技場ト

レーニング

室２ 

２

時

間 

５２０円 １，０４０

円 

１，５７０

円 

２，０９０

円 

略 略 略 略 略 略 
 

備考 略 備考 略 

５ 附属設備利用料金 ５ 附属設備利用料金 

附属設備の名称等 利

用

単

位 

利用料金 

スポーツに利

用する場合で

入場料の徴収

又はこれに類

する取扱いを

しない場合 

スポーツに利

用する場合で

入場料の徴収

又はこれに類

する取扱いを

する場合及び

その他の事業

等に利用する

場合 

照明

設備 

略 略 略 略 略 略 

町田市立陸

上競技場 

１，５０

０ルクス 

３

０

分 

６７，３６０円 ２０２，０８０

円 

７５０ル

クス 

３３，６８０円 １０１，０４０

円 

附属設備の名称等 利

用

単

位 

利用料金 

スポーツに利

用する場合で

入場料の徴収

又はこれに類

する取扱いを

しない場合 

スポーツに利

用する場合で

入場料の徴収

又はこれに類

する取扱いを

する場合及び

その他の事業

等に利用する

場合 

照明

設備 

略 略 略 略 略 略 

町田市立陸

上競技場 

１，５０

０ルクス 

３

０

分 

６７，３６０円 １３４，７２０

円 

７５０ル

クス 

３３，６８０円 ６７，３６０円 
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５００ル

クス 

２２，５２０円 ６７，５６０円 

２００ル

クス 

９，０６０円 ２７，１８０円 

小野路球場 ７５０ル

クス 

３

０

分 

３，５６０円 １０，６８０円 

５００ル

クス 

３，０５０円 ９，１６０円 

略 略 略 略 略 

放送

設備 

略 略 略 略 略 

町田市立陸

上競技場 

一式 １

回 

３，２４０円 ９，７３０円 

小野路球場 一式 １

回 

１，０４０円 ３，１３０円 

略 略 略 略 略 略 

大型

映像

装置 

町田市立陸

上競技場 

一式 ２

時

間 

１１，２００円 ３３，６００円 

スコ

アボ

ード 

小野路球場 一式 ２

時

間 

１，４６０円 ４，３９０円 

写真

判定

町田市立陸

上競技場 

一式 １

回 

２０，９５０円 ６２，８５０円 

５００ル

クス 

２２，５２０円 ４５，０４０円 

２００ル

クス 

９，０６０円 １８，１２０円 

小野路球場 ７５０ル

クス 

３

０

分 

３，５６０円 ７，１２０円 

５００ル

クス 

３，０５０円 ６，１１０円 

略 略 略 略 略 

放送

設備 

略 略 略 略 略 

町田市立陸

上競技場 

一式 １

回 

３，２４０円 ６，４９０円 

小野路球場 一式 １

回 

１，０４０円 ２，０９０円 

略 略 略 略 略 略 

大型

映像

装置 

町田市立陸

上競技場 

一式 ２

時

間 

１１，２００円 ２２，４００円 

スコ

アボ

ード 

小野路球場 一式 ２

時

間 

１，４６０円 ２，９３０円 

写真

判定

町田市立陸

上競技場 

一式 １

回 

２０，９５０円 ４１，９００円 
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機 
 

機 
 

備考 略 備考 略 
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附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の町田市立公園条例の規定は、この条例の施行の日以後の

利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、な

お従前の例による。 
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